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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
政
治
資
金
規
正
法
違
反
容
疑
に
よ
る
現
職
国
会
議
員
の
逮
捕
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
議
員
に
つ
い
て
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号

違
反
の
被
疑
事
実
の
み
で
逮
捕
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
議
員
以
外
に
も
、
国
会
議
員
が
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
違
反
の
被
疑
事
実
の
み
で
逮
捕

さ
れ
た
例
は
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
六
号
）
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
、
法
務
副
大
臣

及
び
法
務
大
臣
政
務
官
（
以
下
「
政
務
三
役
」
と
い
う
。
）
が
作
成
す
る
際
に
参
考
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
情
報
を
関
係
す

る
部
局
か
ら
提
出
さ
せ
た
上
で
、
政
務
三
役
が
そ
れ
ら
を
含
む
種
々
の
情
報
を
基
に
作
成
し
、
最
終
的
に
法
務
大
臣
の
責
任

に
お
い
て
閣
議
に
か
け
、
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



五
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

個
別
具
体
的
な
事
件
の
検
察
当
局
か
ら
法
務
大
臣
に
対
す
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事

柄
で
あ
る
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
お
答
え
は
差
し
控
え
る
が
、
千
葉
法
務
大
臣
は
、
法
務
当
局
を
介
し
て
、
御
指
摘
の
議

員
を
逮
捕
す
る
こ
と
に
つ
き
、
平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日
午
後
八
時
五
十
分
こ
ろ
、
逮
捕
に
係
る
事
実
と
と
も
に
、
逮
捕

す
る
方
針
に
つ
い
て
、
口
頭
で
報
告
を
受
け
て
い
る
。

八
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
何
ら
か
の
指
示
」
の
意
義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
検
察
当
局
に
お
い
て
は
、
常
に
法
と
証
拠
に
基

づ
き
、
厳
正
公
平
・
不
偏
不
党
を
旨
と
し
て
、
適
切
に
対
処
す
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
千
葉
法
務
大
臣
に
お
い
て
は
、

検
察
権
の
行
使
を
不
当
に
制
約
す
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
御
指
摘
の
議
員
の
逮
捕
に
際
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な

考
え
方
を
踏
ま
え
て
対
処
し
て
い
る
。

二


